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第４種踏切安全対策について 

H20.5 総合交通課 
 

１ 対策会議 

県内の第４種踏切について、関係者が協力して当面の安全対策を実施していく 

ことを確認。 

・平成１９年１２月２７日（木） ＡＯＳＳＡ 
⇒運輸局、ＪＲ西日本、福井鉄道、えちぜん鉄道、沿線自治体、警察、県 

計 ２１名 
・平成２０年１月１６日（水） 小浜市役所 
⇒運輸局、ＪＲ小浜鉄道部、ＪＲ貨物、沿線自治体、警察、県   

計 ２０名 
 

２ 現地調査 

鉄道事業者、道路管理者、所轄警察署、総合交通課が合同で現地調査を行い、 

踏切別に当面の安全対策を協議。 

・福武線     ：１月２１日（鯖江市、越前市分）、１月２５日（福井市分） 

・三国芦原線   ：１月３１日 

・勝山永平寺線  ：２月 １日（福井市、永平寺町分）、２月２６日（勝山市分） 

・小浜線、敦賀港線：２月１４日 

・越美北線    ：２月１９日（福井市分）、３月１７日（大野市分） 

 

 

３ 具体的な安全対策（詳細別紙） 

現地調査により、全７８ヶ所中６１ヶ所の踏切で、鉄道事業者、道路管理者、 

警察が役割を分担しながら、速やか（調査時～２０年度）に安全対策を実施して 

いくこととした。 

６１ヶ所の内訳（同一踏切で複数の対策の実施あり） 

①注意標識等の設置  （実施：鉄道事業者、道路管理者）２５ヶ所  

②車止め、柵等の設置 （実施：鉄道事業者、道路管理者）１７ヶ所 

③停止線等の表示   （実施：道路管理者、警察   ）３８ヶ所 

④既存設備の改良・補修（実施：鉄道事業者、道路管理者）３２ヶ所 

 

なお、６１ヶ所中８ヶ所の踏切については、今後早期（Ｈ２０年度以降）に 

１種化（遮断機、警報機の設置）を図っていくことを確認している。 
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第 4種踏切安全対策の実施について 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県内における第４種踏切 

勝山永平寺線 １９ 
えち鉄 

三国芦原線 ７ 
福鉄 福武線 １２ 

越美北線 ３２ 
JR 西 

小浜線 ６ 

（内訳）

 

７８ヶ所 

JR 貨物 敦賀港線 ２ 
 

現状の安全対策で十分と考えられる踏切 

勝山永平寺線 ２ 
三国芦原線 １ 
福武線 ０ 
越美北線 １２ 
小浜線 ０ 

１７ヶ所 

敦賀港線 ２ 
・踏切の位置や通行の状況などから、新たな安全対策 

を要しないと判断 

新たな安全対策を行う踏切 

勝山永平寺線 １７ 
三国芦原線 ６ 
福武線 １２ 
越美北線 ２０ 
小浜線 ６ 

６１ヶ所 

敦賀港線 ０ 
 ・下記の内容で速やかに実施していくことを確認 

1 種化または廃止する踏切（９ヶ所）

 
 
 
 
 
 
 
 
・鉄道事業者により、平成２０年度から

順次実施していく 

 
勝山永平寺線 １

１種化 

８ヶ所
越美北線 ７

廃止 

１ヶ所
小浜線 １

 

新たに安全対策の拡充や改善を行う踏切（５６ヶ所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・鉄道事業者、道路管理者、警察により、できるだけ早く実施していく 

①注意標識等を設置 

勝山永平寺線 １２ 
三国芦原線 ２ 
福武線 ９ 
越美北線 ２ 
小浜線 ０ 

２５ 
ヶ所 

敦賀港線 ０ 
具体的内容（実施者） 
・踏切注意看板設置（鉄道） 
・踏切あり警戒標識設置（道路） 
・注意喚起音声装置設置（鉄道） 

②車止め、柵等を設置 

勝山永平寺線 ４ 
三国芦原線 ０ 
福武線 ５ 
越美北線 ４ 
小浜線 ４ 

１７ 
ヶ所 

敦賀港線 ０ 
具体的内容（実施者） 

・車止め設置（道路） 
・踏切注意柵設置（鉄道） 
・幅員制限ポール設置（鉄道） 

③停止線等を標示 

勝山永平寺線 １１

三国芦原線 ６

福武線 １１

越美北線 １０

小浜線 ０

３８ 
ヶ所

敦賀港線 ０

具体的内容（実施者） 

・停止線標示（道路、警察） 
・止まれ文字標示（道路、警察） 
・黄色斜線標示（鉄道） 

④既存の安全設備を補修 

勝山永平寺線 ９ 
三国芦原線 １ 
福武線 １２ 
越美北線 ８ 
小浜線 ２ 

３２ 
ヶ所

敦賀港線 ０ 
具体的内容（実施者） 

・踏切注意柵再塗装（鉄道） 
・踏切注意看板修理清掃（鉄道） 
・規制、警戒標識修繕（道路、警察） 
・カーブミラー鏡面交換（道路） 

対策会議 

・H19.12.27 嶺北地域 
・H20. 1.16 嶺南地域 
 

合同現地調査 

・H20.1.21～3.17 
鉄道事業者、道路管理者

警察、県 

対策の内訳 

＊１種化または廃止する９踏切のうち、４踏切につ

いては、左の安全対策も行うため、計が一致しない 

（参考）下記①～④の安全対策を、 

・全て行う踏切数： ２ 

・３つ行う踏切数：１７ 

・２つ行う踏切数：１６ 

・１つ行う踏切数：２１ 計５６ヶ所 
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具体的な安全対策の例 

ＪＲ小浜線 第２尾内踏切（おおい町尾内）                                 えちぜん鉄道勝山永平寺線 下志比３号（永平寺町志比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

踏切注意看板、踏切注意柵                             カーブミラー、停止線、止まれ標示 

 

                                  えちぜん鉄道勝山永平寺線 観音町２号（永平寺町松岡）                                                ＪＲ小浜線 第３佐田（美浜町佐田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車止め                                  音声注意喚起装置、幅員制限ポール 


